
 
平成 22 年 3 ⽉ 29 ⽇ 

お客様各位 
 

平成 22 年度税制改正（自動⾞重量税の変更）に関する 
弊社システム製品の対応⽅法について 

 

平成 22 年 4 ⽉ 1 ⽇（⽊）より、自動⾞重量税の税額の⼀部が変更されます。 

本税制改正に伴う弊社システム製品 Defenseデ ィ フ ェ ン ス21 及び Offenseオ フ ェ ン ス 21 への対応⽅法につ 
いてご案内いたします。 

 

 
①［メニュー］より［初期設定］→［その他マスタ登録］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



②［共通初期マスタ税額等 Z］より［重量税マスタ］ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
③［重量税マスタ登録］画⾯が開きましたら、上記の画⾯と同じ⾦額に重量税を

変更した後、［終了ボタン］をクリックして保存してください。 
 
 

※ご注意 
初年度登録から 18 年経過している自動⾞の重量税につきましては、 
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９.0（5 ⽉出荷予定）にて 
対応致します。 

 
 
 

今後とも弊社システム製品の御愛顧を賜りますようお願い申し上げます。 
 

以 上  
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